
 

 

 

令和２年度第 4回北広島市国民健康保険運営協議会 

 

日時：令和 3 年 1 月 25 日（月）午後 6 時～  

場所：北広島市役所 ３階会議室３Ｄ 

 

 

～ 会議次第 ～ 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 審議事項 

（１）北広島市国民健康保険税率の改定について  ～別紙 

 

４ その他 

 

５ 閉会 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２-1　Ｒ２年度納付金算定（北海道算定） 一部数値を修正し再計算が行われた。 1-2　検証及び改定案算定（北広島市算定）

※Ｒ1.11.14北海道から通知 ※Ｒ1.11.29北海道から通知 ※R2.1.15北海道から速報値通知

② ③（①-②） ⑤ ⑥（④-⑤） ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑫ ⑬（⑪-⑫）

総額 1,270,063千円 28,210千円 1,200,212千円 35,569千円 1,201,082千円 50,300千円 1,192,000千円 1,136,118千円 16,920千円

被保険者数 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人

1人当たり 106,477円 2,365円 100,621円 2,982円 100,694円 4,217円 99,933円 95,248円 1,419円

標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合

所得割 7.89% 7.54% 7.86% 7.55% 7.84% 7.53% 0.04％ 0.5％

均等割 29,465円 23,992円 29,364円 24,022円 29,293円 23,962円 200円 0.9％

平等割 19,479円 27,096円 19,974円 27,130円 19,927円 27,062円 100円 0.4％

所得割 2.52% 2.52% 2.51% 2.52% 2.46% 2.47% 0.14％ 5.7％

均等割 9,687円 7,169円 9,634円 7,163円 9,444円 7,019円 300円 4.7％

平等割 6,403円 9,557円 6,553円 9,550円 6,424円 9,357円 500円 5.8％

所得割 1.85% 2.00% 1.85% 2.00% 1.81% 1.96% ▲0.04％ ▲1.9％

均等割 9,681円 8,845円 9,681円 8,845円 9,503円 8,675円 ▲100円 ▲1.2％

平等割 4,884円 4,440円 4,884円 4,440円 4,795円 4,354円 0円 0.0％

所得割 12.26% 12.06% 12.22% 12.07% 12.11% 11.96% 0.14％ 1.1％

均等割 48,833円 40,006円 48,679円 40,030円 48,240円 39,656円 400円 1.1％

平等割 30,766円 41,093円 31,411円 41,120円 31,146円 40,773円 600円 1.6％

２-1　Ｒ３年度納付金算定（北海道算定） 一部数値を修正し再計算が行われた。 2-2　検証及び改定案算定（北広島市算定）

※Ｒ2.11.14北海道から通知 ※Ｒ2.12.17北海道から通知 ※Ｒ3.1.18北海道から通知

⑮ ⑯（⑭-⑮） ⑱ ⑲（⑰-⑱） ㉑ ㉒（⑳-㉑） ㉕ ㉖（㉔-㉕）

総額 1,268,973千円 0千円 1,221,407千円 36,457千円 1,184,950千円 21,876千円 1,184,717千円 1,105,210千円 0千円

被保険者数 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人

1人当たり 108,477円 0円 104,412円 3,117円 101,295円 1,870円 101,275円 94,479円 0円

標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合

所得割 7.92% 7.69% 7.77% 7.53% 0.00％ 0.0％

均等割 25,696円 24,566円 25,184円 24,078円 0円 0.0％

平等割 27,105円 27,387円 26,565円 26,844円 0円 0.0％

所得割 2.59% 2.63% 2.46% 2.49% 0.00％ 0.0％

均等割 8,563円 7,406円 8,137円 7,035円 0円 0.0％

平等割 9,033円 9,898円 8,583円 9,403円 0円 0.0％

所得割 1.74% 1.91% 1.71% 1.89% 0.00％ 0.0％

均等割 7,903円 8,406円 7,818円 8,294円 0円 0.0％

平等割 6,156円 4,224円 6,090円 4,167円 0円 0.0％

所得割 12.25% 12.23% 11.94% 11.91% 0.00％ 0.0％

均等割 42,162円 40,378円 41,139円 39,407円 0円 0.0％

平等割 42,294円 41,509円 41,238円 40,414円 0円 0.0％

審議事項（１） 北広島市国民健康保険税率の改定について

Ｒ１年11月　仮係数 Ｒ1年11月　仮係数(再計算) R2年1月　確定係数

保険税負担

した場合
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

R1税率による

収納見込み額
不足額 増減率

① ④ ⑦ ⑩ ⑪（⑨+⑩） ⑬/⑫

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額

市町村個別歳入

歳出の加算減算

市積算保険税

収納必要額

1.5％

11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 －

1,228,422千円 1,236,651千円 1,242,300千円 ▲38,962千円 1,153,038千円 1.5％

合計

標準保険税率 標準保険税率 標準保険税率 R2年度

改定税率
R2-R1 増減率

102,986円 103,676円 104,150円 ▲3,266円 96,667円

医療分

7.68%

22,600円

25,600円

後期分

2.58%

6,700円

9,100円

介護分

2.10%

8,200円

4,200円

12.36%

37,500円

38,900円

Ｒ2年11月　仮係数 Ｒ2年12月　仮係数(再計算) Ｒ3年1月　確定係数

保険税負担

した場合
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額

市町村個別歳出

歳入の加算減算

市積算保険税

収納必要額

R2税率による

収納見込み額
不足額 増減率

⑭ ⑰ ⑳ ㉓ ㉔（㉒+㉓） ㉖/㉕

1,221,407千円 1,221,407千円 1,206,593千円 ▲79,507千円 1,105,210千円 0.0％

11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 11,698人 －

104,412円 104,412円 103,145円 ▲6,797円 94,479円 0.0％

標準保険税率 標準保険税率 Ｒ3年度

改定案税率
Ｒ3-R2 増減率

12.36%

37,500円

38,900円

医療分

7.68%

22,600円

25,600円

後期分

2.58%

6,700円

9,100円

介護分

2.10%

8,200円

4,200円

合計

保健事業費を一般会計

繰入金で負担することで

1人当たり4,065円減額

軽減対策１

算定上、Ｈ30の北海道か

らの貸付金に対する償還財

源確保のため、14,334千

円（1人当たり1,225円）

が上乗せされているが、すで

に財源を確保しているため

実際には上乗せ不要。

市町村個別の歳出歳入の取扱い（㉓）

■全道で積算方法を統一して保険税収納

必要額を算出（㉒）。

⇒市において別途加算減算を実施（㉓）

⇒市積算による保険税収納必要額（㉔）

を算出し、これをもとに改定案税率を算出。

激変緩和措置

【前年度+2％】を

超える分を補てん

（自然増分は対象

としない）

軽減対策（道）

保健事業費を一般会計

繰入金で負担することで

1人当たり3,491円減額

軽減対策１

算定上、Ｈ30の北海道か

らの貸付金に対する償還財

源確保のため、14,334千

円（1人当たり1,202円）

が上乗せされているが、すで

に財源を確保しているため

実際には上乗せ不要。



Ｈ30：Ｒ3  ㉓ 107,357円

㉘101,275円

2,263円

（98,008円） （98,008円）

H28 H30 H30 H31 H31 H31 R2 R2 R3 R3

　

確

　Ｒ２算定時

　90,609円

※H30算定時

　90,731円

　H31算定時

　90,498円

（94,154円）

92,546円   92,546円

（94,154円） （94,154円）

99,199円

102,181円

激変緩和

⑱ 2,982円

（96,155円）

 Ａ

1,495円

Ｒ1：Ｒ2

算定対象年度の

介護被保険者数

の割合により調

整するため、毎

年度変わる。

激変緩和措置

比較対象

 仮係数 　 確定係数 仮係数①

 H30.11.14通知

　 仮係数②

 H30.12.5通知

　 確定係数

  H31.1.11通知

仮係数

 R1.11.29通知

再計算後

（96,155円）

 C

　確定係数

 R2.1.15通知

仮係数

 R2.11.14通知

確定係数

 R3.1.15通知

㉔ 104,412円

2,263円

3　1人あたり保険税収納必要額と北海道による激変緩和措置

98,438円激変緩和

(道) 97,168円
 ⑥ 98,172円

 ⑨ 97,728円

100,227円
 100,101円

 ⑳ 104,150円
 ⑰ 103,676円

 ③100,064円  ④ 98,679円
⑦ 98,561円

1,495円  B

102,655円

激変緩和

㉑ 4,217円

 D

㉖ 103,145円

激変緩和

㉗ 1,870円

99,012円

Ｒ2：Ｒ3

２
％

２
％

自
然
増
6.

71

％

北海道による激変緩和措置

・ 前年度と比較して2％を超える分を都道府県繰入金等により補てん

・ 自然増分は対象としない（保険税負担）

5,910円

4,622円

7,555円

1,608円

1,815円
（90,731+2％）

（90,498

+2％+2％）

自
然
増
4.

44

％

⑤ 507円

２
％

【④98,679円】-【⑤507円】

＝【収納必要額⑥98,172円】

【③100,064円】

激変緩和非該当

⑧ 833円

3,574円

（H28×3.95％）

２
％

（

【⑦98,561円】-【⑧833円】

＝【収納必要額⑨97,728円】

自
然
増
3.

95

％

激変緩和措置の対象外の

額（貸付金償還額、Ｈ29

年度以前の精算分等）

自
然
増
3.

36

％

2,001円

【Ａ 99,199円】+【Ｂ 1,495円】

＝【収納必要額 ⑲100,694円】

3,044円

（H28×3.36％）

２
％

自
然
増
2.

52

％

2,001円

2,283円

（H28×2.52％）

２
％

【C 98,438円】+【D 1,495円】

＝【収納必要額 ㉒99,933円】

4,018円

（H28×4.44％）

自
然
増
7.

65

％

【収納必要額㉔104,412円】

激変緩和非該当

２
％

1,853円

２
％

1,004円

（98,438円

×1.02％）

1,853円

【㉖103,145円】-【㉗ 1,870円】

＝【収納必要額㉘101,275円】

激変緩和措置の対象外

の額（貸付金償還額、

Ｈ29年度以前の精算分

等）+H30北海道からの

貸付への償還

7,086円（92,635円×7.65%）

1.

02

％


